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公立大学法人大阪教員のサバティカル期間に関する規程 

 

制  定 令和４.３.31 規程 356 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため、教員自らが

研究目標を定めて、一定の期間にわたり、平素の教育や大学運営等の業務から離れて研究

に専念する期間（以下「サバティカル期間」という。）に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 教員 公立大学法人大阪教職員就業規則（以下「就業規則」という。）第２条第２項

に定める教員をいう。 

(2) 長期出張等 ６月以上の期間の研究休職（就業規則第 21 条第１項第３号に定める

休職をいう。）、在外研究その他研究を目的とする出張、研修等の期間をいう。 

（資格要件） 

第３条 サバティカル期間の取得資格を有する者は、次の各号の要件を満たす教員とする。 

(1) 教員としての在職期間が６年以上であること 

(2) 以前にサバティカル期間を取得したことがある者については、前回のサバティカル

期間の終了日以後の在職期間が６年以上であること 

(3) 長期出張等を行ったことがある者については、当該長期出張等のうち最後に行われ

たものの終了日以後の在職期間が６年以上であること 

(4) サバティカル期間終了日以後１年以上の在職期間が見込まれ、かつ、サバティカル

期間終了後に継続して勤務する意思があること 

（期間） 

第４条 サバティカル期間は、６月以上１年以内の継続した期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１年間以内であれば当該期間を２回に分けて取得すること

ができる。この場合、１回目のサバティカル期間開始日から１年以内に２回目のサバティ

カル期間を終了するものとし、分割後の期間はそれぞれ３月を下回ることができない。 

（サバティカル期間における業務） 

第５条 サバティカル期間中においては、専門分野に関する研究に従事するものとし、それ

以外の業務は免除するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、研究院長が業務上特に必要と認める場合については、この規

程の趣旨に反しない範囲内において、専門分野に関する研究以外の業務のうち当該必要

と認める業務に従事させることができる。 
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（サバティカル期間の取得手続き） 

第６条 サバティカル期間を取得しようとする教員は、研究院長に所定の様式の申請書に

より申請しなければならない。 

２ 研究院長は、前項の申請があった場合において、第３条の要件を満たし、業務の運営に

支障がなく、かつ、教育研究活動の活性化に役立つと認める場合は、当該申請を承認する

ことができる。 

３ 研究院長は、前項の規定によりサバティカル期間の取得を承認した場合は、申請書の写

しを添えて速やかに学長に報告しなければならない。 

（サバティカル期間における就業の取扱い） 

第７条 サバティカル期間中は、勤務している期間として取り扱う。 

（サバティカル期間における兼業） 

第８条 サバティカル期間中の兼業は、公立大学法人大阪教職員兼業規程に定めるところ

による。 

（研究成果等の報告） 

第９条 教員は、サバティカル期間が終了したときは、当該期間の終了後原則として 30日

以内に、サバティカル期間中の研究成果等について所定の様式の報告書により研究院長

に報告しなければならない。 

２ 研究院長は、報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを速やかに学長に提出し

なければならない。 

（雑則） 

第 10条 この規程に定めるもののほか、サバティカル期間の運用に関し必要な事項は、研

究院長が定める。 

 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

（大阪府立大学教員のサバティカル研修に関する規程等の廃止） 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

(1) 大阪府立大学教員のサバティカル研修に関する規程 

(2) 大阪市立大学教員のサバティカル期間に関する規程 

（経過措置） 

３ 前項第１号に掲げる規程によるサバティカル研修の期間及び前項第２号に掲げる規程

によるサバティカル期間については、この規程によるサバティカル期間とみなす。 

４ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以降に開始するサバティカル期間に必

要な手続きのうち、施行日の前日までになされたものについては、この規程によりなされ



 3/3 
 

たものとみなす。 

 


